
令和３年７月１日  
 
 

      
 

 
契約不適格者の認定※を受けた後、一定の期間内に認定に該当する事由を再度起こした場合は、

契約不適格者認定等措置要綱別表に定める期間のうち一番短い期間の２倍（当初の認定期間が１か

月に満たないときは 1.5 倍）と、同要綱運用基準別表に定める標準認定期間を比較して、長い方の

期間としていました。  
この度、より適切な事業者評価及び入札・契約の適正化を推進していく観点から、同要綱運用基

準別表に定める標準認定期間の２倍（当初の認定期間が１か月に満たないときは 1.5倍）とするよ

う見直しを行います。ただし、上限は同要綱別表に定める期間のうち一番長い期間とします。  
      ※粗雑工事における工事成績評定書の評定点合計が 60点以上 65点未満の場合を除く 

 
例：粗雑工事（当初の認定期間が１か月以上であった場合）  

要綱別表の 
期間 

運用基準別表の標準認定期間 
加重措置 

改正前 改正後 
粗雑工事 

 
１か月以上 
６か月以内 

① 工事成績評定書の評定点合計が

65点未満の場合 
１か月 ①２か月 ①適用対象外 

② 工事成績評定書の評定点合計が

60点未満の場合 
１か月 ②２か月 ②２か月 

③ 工事成績評定書の評定点合計が

50点未満の場合 
３か月 ③３か月 ③６か月 

 
改正前は、要綱別表に定める期間のうち一番短い期間は１か月であり、加重措置を行うと２倍の 

２か月となりますが、運用基準別表の標準認定期間と比較して長い方の期間とするため、③は標準

認定期間と変わらず、加重措置の影響を受けないものとなっていました。  
改正後は、運用基準別表の標準認定期間の２倍とするため、加重措置を行うと③は標準認定期 

間の２倍となります。 
  なお、①工事成績評定書の評定点合計が 65点未満の場合は、加重措置の適用対象外とします。 
           
実施時期：令和３年７月１日から実施します。  
 
【参考】 
 ・公益財団法人横浜市建築保全公社契約不適格者認定等措置要綱 
 ・公益財団法人横浜市建築保全公社契約不適格者認定等措置要綱運用基準 
  （公社ホームページトップ ＞ 発注・入札・契約情報 に掲載しています。） 
 

＜担当＞  
総務課契約係 TEL 641-3124 

技術管理課技術管理係 TEL 349-5217 

契約不適格者認定期間の加重措置の見直しについて 
公益財団法人横浜市建築保全公社 

http://www.y-hozen.or.jp/hozenmanage/wp-content/uploads/2021/07/a680405fd345a9df68f4bf352bbd5a69.pdf
http://www.y-hozen.or.jp/hozenmanage/wp-content/uploads/2021/06/38d43e6f8ee380aaa6bb7245b6fd4c03.pdf

